
　各市町村が策定する特定復興再生拠点区域復興再生計画について総理大臣の認定を
受けることにより、帰還困難区域の特定復興再生拠点区域における除染・家屋等の解
体とインフラ整備等とを一体的に進めることになります。
　環境省では、現在双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の全ての特
定復興再生拠点区域において各特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染・
家屋等の解体を実施しています。2020年３月のＪＲ常磐線の全線開通にあわせて各
特定復興再生拠点区域のうち、夜ノ森、大野、双葉の各駅周辺の一部区域では、避難
指示の先行解除が行われました。
　現在、拠点区域の全域解除に向けて、集中的に除染・家屋等の解体の取組を推進し
ており、除染は2021年９月末時点で約89％、家屋等の解体は2021年12月末時点で
申請件数に比して約82％が完了しています。なお、家屋等の解体により生じた特定
廃棄物の処理については、可能な限り減容化した後、双葉地方広域市町村圏組合の管
理型処分場（クリーンセンターふたば）を活用して埋立処分を行うこととし、2019
年８月に環境省、同組合及び福島県の間で基本協定を締結しました。
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